
食品安全委員会

委員長 小泉直子殿

生労働省発食安 o6 1 4第 l号

成 2 3 年 6 月 1 4 日

厚生労働大臣 細川

食品健康影響評価について

食品安全基本法(平成 15年法律第48号)第 24条第 1項第 14号、食品安全委

員会令(平成 15年政令第 273号)第 1条第 1項及び食品安全委員会令第 1条第 1

項の内閣府令で定めるときを定める内閣府令(平成 15年内閣府令第 66号)第 1号

の規定に基づき、下記事項に係る食品安全基本法第 11条第 1項に規定する食品健康

影響評価について、貴委員会の意見を求めます。

記

食品衛生法(昭和 22年法律第 233号)第 11条第 1項の規定に基づく「食品、

添加物等の規格基準J(昭和 34年厚生省告示第 370号)の規定に基づき定められ

た「紐換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査の手続J(平成 12年厚生省告

示第 233号)第 3条の規定に基づき、次に掲げる食品及び添加物の安全性審査を行

うこと O

①乾燥耐性トウモロコシ MON87460系統とチョウ目害虫抵抗性トウモロコシ

MON89034系統と除草剤グリホサート耐性及びコウチュウ自害虫抵抗性トウモロ

コシ MON88017系統からなる組合せの全ての掛け合わせ品種

既に安全性審査を経た旨の公表を行った次の品種は除く

・チョウ自害虫抵抗性トウモロコシ MON89034系統と除草剤グリホサート耐性及

びコウチュウ自害虫抵抗性トウモロコシ MON88017系統を掛け合わせた品種

②乾燥耐性トウモロコシ MON87460系統とチョウ自害虫抵抗性トウモロコシ

MON89034系統と除草剤グリホサート耐性トウモロコシ NK603系統からなる組

合せの全ての掛け合わせ品種

既に安全性審査を経た旨の公表を行った次の品種は除く

・チョウ自害虫抵抗性トウモロコシ MON89034系統と除草剤グリホサ

ウモロコシ NK603系統を掛け合わせた品種



③チョウ自害虫抵抗性及び除草剤グリホシネート耐性トウモロコシ 1507系統とコウ

チュウ目害虫抵抗性トウモロコシ MIR604系統と除草剤グリホサート耐性トウモ

ロコシ NK603系統からなる組合せの全ての掛け合わせ品種

既に安全性審査を経た旨の公表を行った次の品種は除く

・チョウ自害虫抵抗性及び除草剤グリホシネート耐性トウモロコシ 1507系統とコ

ウチュウ自害虫抵抗性トウモロコシ MIR604系統を掛け合わせた品種

-チョウ自害虫抵抗性及び除草剤グリホシネート耐性トウモロコシ 1507系統と除

草剤グリホサート耐性トウモロコシ NK603系統を掛け合わせた品種

④DP-No.1株を利用して生産されたアスパルテーム

⑤GLU-No.4株を利用して生産された L-グルタミン酸ナトリウム


